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の号

随意契約の理由

1 市民課
戸籍附票本人確認情報全
件登録等対応作業業務委
託

令和5年10月10日

大分市東春日町17-19
大分ソフィアプラザビル２
Ｆ
日本電気㈱大分支店

3,270,025 ２号

当該業務は、戸籍総合システムから抽出した戸籍附票本人確
認情報を、住民基本台帳ネットワークシステムに登録する必
要があるが、このシステムに係る情報は、システム開発業者
が独自に開発したもので、開発業者以外に公開されていない
プログラムで構成されており、他社は当該システムに係る知
識や情報、ノウハウを有していない。
したがって、本業務委託の履行が可能なものは、当該システ
ムを設計・開発し、プログラム作成を行った日本電気（株）
に限られるため。

2 市民課
戸籍事務内連携用スキャ
ナ増設業務委託

令和5年11月10日

大分市東春日町17-19
大分ソフィアプラザビル２
Ｆ
日本電気㈱大分支店

834,900 ２号

当該業務は、戸籍総合システムに戸籍事務内連携用のスキャ
ナを増設し、戸籍届書等情報の画像データの送信を可能とす
るものであるが、このシステムに係る情報は、システム開発
業者が独自に開発したもので、開発業者以外に公開されてい
ないプログラムで構成されており、他社は当該システムに係
る知識や情報、ノウハウを有していない。
したがって、本業務委託の履行が可能なものは、当該システ
ムを設計・開発し、プログラム作成を行った日本電気（株）
に限られるため。

3 国保年金課

国民健康保険システム等
改修業務委託（国保賦課
産前産後による軽減対
応）

令和5年11月1日
大分市都町1丁目1-23
株式会社九州日立システム
ズ 大分営業所

2,810,500 ２号

本委託業務においては、既存の国民健康保険システム等への
改修モジュールの適用およびサーバ設定の変更を行う必要が
あり、国民健康保険システム等の既存のプログラムを改修す
る必要があるが、当該プログラムについてはシステム開発業
者が独自に開発したもので、開発業者以外には公開されてい
ないプログラムで構成されており、他者は当該プログラムに
係る知識や情報、ノウハウを有していない。そのため、本委
託業務の履行が可能な者は、当該プログラム作成を行った導
入業者に限られる。
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